
⚫ 障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、居住支援のための５つの機能について、地域の実情に
応じた創意工夫により整備。（地域生活支援拠点等の整備）

⚫ 国の基本指針：令和８年度末までに各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディ
ネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築
地域生活支援拠点等の支援の実績等を踏まえ年１回以上運用状況の検証・検討を実施

地域生活支援拠点等の整備状況について

機能 国が求める機能

１ 相談
常時の連絡体制を確保し、緊急事
態等に必要なサービスのコーディ
ネートや相談・支援を行う機能

２
緊急時の
受入・対応

常時の緊急受入体制等を確保した
うえで、緊急時の受入や医療機関
への連絡等の対応を行う機能

３
体験の
機会・場

地域移行支援や親元からの自立等
にあたって、ＧＨや一人暮らしの
体験の機会・場を提供する機能

４
専門的人材の
確保・養成

専門的な対応ができる体制の確保
や人材の養成を行う機能（医療的
ケア・行動障がい等）

５
地域の

体制づくり

地域のニーズに対応できるサービ
ス提供体制の確保、地域の社会資
源の連携体制の構築等を行う機能

大阪市では様々な社会資源（障がい福祉サービス事業
所等）がある。
そのため、地域生活支援拠点等については、障がい者
の生活を地域全体で支える面的な体制の整備を行う。

体験の
機会・場

緊急時の
受入・対応

専門的人材
の確保・養成

相談
地域の
体制づくり

面的な体制整備
（イメージ図） 日中活動系サービス事業所

相談支援事業所

短期入所

GH、支援施設
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機能 これまでの取組内容 今後の主な課題

１ 相談

・各区障がい者相談支援センターを『基幹相談支援センター』と
位置付けて体制を強化し「相談」機能を充実（平成30年度～）

・相談件数の増加、相談者の課題の複雑・多様化に対応できるよう
各区障がい者基幹相談支援センターの職員体制を強化
（令和３年度～）【R4相談支援件数51,506件（24区計）】

各機能を担う
障がい福祉
サービス事業
所等の登録を
開始
（令和４年度
～）

・各地域の相談支援体制の
質及び量の確保

２
緊急時の
受入・対応

・夜間・休日等に介助者が急病等により不在となる事態が生じた
場合に居宅を訪問する等して支援を行った際の経費を支給する
「障がい者夜間・休日等緊急時支援事業」を実施（令和元年度～）

・介助者不在になった障がい者を施設で一時的に保護し、生活の相談
に応じる「障がい者緊急一時保護事業」を実施

（令和２年度～【R４実績：要保護障がい者１件】）

・緊急時の受入機能を担う
短期入所事業所等の登録
推進

３
体験の
機会・場

・入所施設・精神科病院からの地域移行の際の体験の機会・場の提供
は、法定給付である「地域移行支援」により対応

・地域移行支援の利用促進のため、地域移行支援事業者が市外の入所
施設・精神科病院へ訪問する際に必要となる交通費を支給する事業
を実施（平成30年度～）

・親等の介護者と同居する障がい者に対する一人暮らし体験や、施設
入所者に対する地域生活体験の機会を提供する事業の実施
（令和４年度～）【R4実績：０件】、各事業広報チラシ作成（R5末）

・一人暮らし体験や施設
入所者の地域生活体験
事業の活用に向けた取組
（入所施設への訪問等を
通じた周知・啓発）

４
専門的人材

の
確保・養成

・相談支援専門員に対する研修及び専門的な観点から助言等を行う
スーパーバイザーの派遣を行う「障がい者相談支援調整事業」を
実施（平成30年度～）

・各区障がい者基幹相談支援センターにおいて相談支援従事者研修の
実習受入（令和２年度～【R4実績358件】）

・各区障がい者基幹相談支援センターに主として人材育成や地域
づくりを担う主任相談支援専門員を配置（令和３年度～）

・地域の人材育成や地域
づくりを担う主任相談
支援専門員の指定相談
支援事業所への配置に
向けた仕組みづくり

５
地域の

体制づくり

・区保健福祉センターが「調整役」となり、様々な分野の関係機関に
より支援方針を検討・共有できる総合的な支援調整の場である
「つながる場」に参画し、機能を強化（令和元年度～）

・介護保険分野との連携を強化するため、介護保険サービスと障がい
福祉サービスとの適用関係に関する資料を作成し、介護保険事業者
及び障がい福祉サービス事業者に周知（令和２年度）

・区地域自立支援協議会等における地域の体制づくり【R4開催数825回】
・障害者総合支援法改正に伴い、区協議会における個別事例の共有ため、
守秘義務等の規定を明記（令和６年度～）

・各区において実践されて
いる相談支援体制の充実
に資する取組の共有

これまでの取組内容と今後の課題 令和６年３月現在
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